
 

 

                 

 

 

 

 

令和８年４月２８日 
 

第 ３３ 回 
 

 

余市町農業委員会総会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余市町農業委員会 



 

 

１． 令和８年４月２８日午後１時３０分より、農村活性化センター２階集会室において、 

第３３回余市町農業委員会総会を余市町農業委員会会長 細山正己これを招集した。 
     
２．定刻までに参集した委員は次のとおりである。 
     

議席番号     ２番       山 本 秀 弘 
〃       ３番       川 合   一 
〃       ４番       落   雅 美 
〃       ５番       宮 野 秀 子 
〃       ６番       井 川 和 彦 
〃       ７番       野 呂 栄 二 
〃       ８番       松 村 宗 雄  
〃       ９番       坂 本 純 科 

〃      １０番       土 居 義 和 
〃      １１番       石 岡   渡 
〃      １２番       梅 田   徹 
〃      １３番       池 田 裕 之 

〃      １４番       片 山   裕 
〃      １５番       曽 我 貴 彦 
〃           １６番       細 山 正 己 

 
３．本日、この会議を欠席した委員は次のとおりである。 
 
  議席番号       １番       中 岡 博 晃 
      

４. 本日、この会議に参与したる者の職・氏名は次のとおりである。 
 

余市町農業委員会  事 務 局 長  佐々木 孝 太 
          事 務 局 次 長  佐 藤 隆 広 
          農 地 係 主 任  本 間 敦 也 

振 興 係 主 任  中 村 利 美 
          

 
５．本日の日程は、次のとおりである。 
 

議事録署名委員の指名 
報告第１号 余市町農業委員会事務局職員の任免について 

議案第１号 現況証明願いについて 
議案第２号 余市町農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について(区域除外) 
議案第３号 農地法台５条の規定による許可申請について 
議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進 

計画（案）の決定について 
議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進 

計画（案）の決定について 
議案第６号 余市町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱の有無について 
 
 



 

 

（開会宣言の時刻午後 1時３０分） 

細山議長   定刻になりましたので、ただ今から第３３回余市町農業委員会総会

を開会いたします。 

ただ今の出席委員は、１５名であります。 

よって過半数に達しましたので、余市町農業委員会会議規則第１０条

の規定により総会は成立いたしました。 

なお、本日、１番 中岡委員は所用のため、欠席する旨、届出がありま 

したことをご報告いたします。 

本総会の傍聴について、ご報告いたします。 

本会会議規則第３０条の規定に基づき、報道関係者を除く一般傍聴人を 

１０名に制限することをご報告いたします。 

本総会に付議する案件は、報告１件、議案６件であります。 

それでは、日程に入らせていただきます。 

はじめに、議事録署名委員の指名についてをお諮りいたします。 

 

一  同   議長指名 

 

細山議長   議長指名ということですので、私の方から指名させて頂きます。 

５番・宮野委員、１０番・土居委員のご両名にお願い申し上げます。 

それでは、案件の審議に入ります。 

報告第１号 余市町農業委員会事務局職員の任免についてを議題に供し 

ます。 

番外から内容説明をいたさせます。 

  

佐々木局長   ただ今、上程されました、報告第１号につきまして朗読説明させていた 

だきます。 

報告第１号 余市町農業委員会事務局職員の任免について。 

令和８年４月１日付余市町人事異動に伴い、余市町農業委員会事務局職

員を次のとおり、任免発令したので報告する。 

 令和８年４月２８日提出、余市町農業委員会会長 細山正己。 

記、職氏名、農業委員会発令事項の順に申し上げます。 

事務局職員 篠原 司  余市町に出向を命ずる 

            本間 敦也 余市町農業委員会事務局職員に任命する 

            農地係主任を命ずる 

            兼ねて庶務係主任を命ずる 

以上、報告第１号についてご報告いたしましたので、よろしくご審議の上



 

 

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

        

細山議長   事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 

一  同   異議なし 

 

細山議長   質疑等がないようですので、報告第１号につきましては、報告のとおり

承認いたします。 

      次に議案第１号 現況証明願いについてを議題に供します。 

番外から内容説明をいたさせます。 

 

佐藤次長   ただ今、上程されました、議案第１号につきまして朗読・説明させてい 

ただきます。 

議案第１号、現況証明願いについて。 

このことについて、下記の者から現況証明願いがあったので実情検討の 

上、証明の可否について審議採決願いたい。 

令和８年４月２８日提出、余市町農業委員会会長、細山正己。 

申請番号１番、申請人住所氏名、■■■■■■■■■■■■■■、土地 

■■■■■ ■■■■、土地の表示、■■■■■■■■、地目、公簿■、

現況農地採草放牧地以外、面積■■■㎡。 

調査年月日につきましては、令和８年４月２１日、調査委員につきまし

ては、落委員、池田委員、片山委員の３名で調査を行ってございます。調

査委員の所見につきましては、現況申請可相当でございます。備考といた

しましては、所有者■■■■、平成９年１２月５日に農地法第４条許可済

でございます。 

５ページをお開き願います。 

申請地につきましては、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

でございます。補足説明といたしまして、申請番号１番については、公募 

地目は畑ではありますが、平成９年１２月５日農地法第４条許可後、農家 

用住宅及び農業用倉庫として利用されております。今回の申請であります 

が、現況証明後に地目変更登記をするものでございます。 

      ４ページにお戻りください。 

申請番号２番、申請人住所氏名、■■■■■■■■■■、■■■■、土

地の表示、■■■■■■■■、地目、公簿■、現況農地採草放牧地以外、 

面積■■■㎡。 

調査年月日につきましては、令和８年４月２１日、調査委員につきまし 

ては、川合委員、土居委員、梅田委員の３名で調査を行ってございます。 

調査委員の所見につきましては、現況申請可相当でございます。 

６ページをお開き願います。 



 

 

申請地につきましては、■■■■■から、■■■■■■■に入り、■方 

向へ■■■■㎞ほど進んだ後、■方向へ■■■ｍ進んだ色塗部分の土地と

なっております。補足説明といたしまして、年月日不詳より雑種地とし 

て利用されております。今回の申請でありますが、現況証明後に地目変更 

登記をするものでございます。 

以上２件の申請でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

 

細山議長   ただいまの説明に関連して、申請番号１番につきまして現地調査を行っ

た調査委員から、調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

４  番   申請番号１番の現況証明願いについて、４月２１日、事務局を含め、池 

田委員、片山委員と私の３名の委員で現地調査を行いましたので、ご報告 

いたします。調査の結果、申請番号１番については、平成９年１２月５日

に農地法第４条の許可を受け、農家用住宅及び農業用倉庫として利用され

ているため、地目変更登記を行うために現況証明に係る申請があったもの

です。 

以上の調査状況から、申請番号１番については本申請地に農地性は無く、

農地採草放牧地以外であり｢現況申請可相当｣との意見で一致しました。  

よろしくご審議の上、ご決定をお願いします。 

 

細山議長   次に申請番号２番につきまして現地調査を行った調査委員から、調査の

結果並びに補足説明をお願いします。 

  

１０ 番   申請番号２番の現況証明願いについて、４月２１日、事務局を含め、川 

合委員、梅田委員と私の３名の委員で現地調査を行いましたので、ご報告 

いたします。調査の結果、申請番号２番については、年月日不詳より雑種 

地として利用され、農地として利用していないため、地目変更登記を行う 

ために現況証明に係る申請があったものです。 

以上の調査状況から、申請番号２番については本申請地に農地性は無く、  

農地採草放牧地以外であり｢現況申請可相当｣との意見で一致しました。 

よろしくご審議の上、ご決定をお願いします。 

 

細山議長   事務局からの内容説明と調査委員の報告が終わりましたので、これより

質疑に入ります。 

議案第１号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   異議なし 

 



 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第１号につきまして申請のとおり可と

決定いたします。 

次に、議案第２号 余市町農業振興地域整備計画の変更に係る意見書に

ついて（区域除外）を議題に供します。  

番外から内容説明をいたさせます。 

 

佐藤次長   ただ今、上程されました、議案第２号につきまして朗読・説明させてい 

ただきます。 

       ７ページをお開き願います。 

議案第２号、余市町農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について 

（区域除外）。 

       このことについて、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、余市町 

長から農業振興地域内農用地区域除外申請に係る余市町農業振興地域整備 

計画の変更について意見を求められたので、その可否について審議採決願 

いたい。 

       令和８年４月２８日提出、余市町農業委員会会長 細山正己。 

 申請番号１番、申請人住所氏名、■■■■■■■■■■■■、■■■。

申請農地、■■■■■■■■、公簿■、面積■■■㎡。転用目的につきま

しては、農家用住宅建築のためでございます。備考につきましては、都市

計画区域内用途地域外、農用地区域内、第１種農地でございます。 

       ８ページをお開き願います。 

       申請地につきましては、■■■■■から■■■■■■■に入り、■方向 

      へ約■■■㎞ほど進んだ色塗り部分の土地でございます。 

       以上、１件の申請でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろ 

しくお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

議案第２号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   異議なし 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第２号につきまして申請のとおり可と 

決定いたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題

に供します。 

番外から内容説明をいたさせます。 

        

佐藤次長   ただ今、上程されました、議案第３号につきまして朗読・説明させてい 

ただきます。 



 

 

９ページをお開き願います。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について。 

       このことについて、下記の者から農地法第５条の規定による許可申請書 

の提出があったので実情検討の上、審議採決願いたい。 

       令和８年４月２８日提出、余市町農業委員会会長、細山正己。 

 申請番号１番、申請人住所氏名、譲渡人、■■■■■■■■■■■■、 

■■■、譲受人、■■■■■■■■■■■■、■■■、■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■ 土地の表示につきましては、■■■■■■■■、地 

目、公簿現況ともに■、面積■■■㎡。 

事業内容につきましては、農家用住宅建築のためでございます。 

工事計画年月日につきましては、許可後から令和９年２月２８日までで 

ございます。 

       農地法に基づく許可基準につきましては、運用通知第２の１の（１）の 

イの（イ）のｈの規定に該当するでございます。 

       備考につきましては、都市計画区域内用途地域外、農用地区域内、第１ 

種農地でございます。 

       １０ページをお開き願います。 

       申請地につきましては、先程議案第２号でご説明申し上げました土地で 

ございます。 

       農地法第５条調査書につきましては、１１ページから１２ページに記載 

しております。 

以上１件の申請でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろし 

くお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

議案第３号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   異議なし 

 

細山議長       ご異議がないようですので、議案第３号につきまして申請のと

おり可と 

決定いたします。 

ここで暫時休憩といたします。 

        

       （休憩中に農用地利用集積等推進会議開催） 

       （休憩時間午後１時４３分～午後１時５５分） 

        

       それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に、議案第４号ないし議案第５号農地中間管理事業の推進に関する法

律に基づく農用地利用集積等促進計画（案）の決定について、一括して議



 

 

題に供します。 

番外から内容説明いたさせます。 

        

佐藤次長   ただ今、上程されましたただ今、一括上程されました議案第４号ないし

議案第５号につきまして、私の方から朗読説明させていただきます。 

１３ページをお開き願います。 

議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画(案)の決定について。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、 

余市町長より意見を求められた、別紙、農用地利用集積等促進計画(案)に 

ついて決定し、同法第１８条第１１項の規定により、農地中間管理機構に 

対して計画を定めるべき旨の要請をすることについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

令和８年４月２８日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

１４ページをお開き願います。整理番号１ 農用地利用集積等促進計画、  

買入（案） でございます。 

１、各筆明細 所有権の移転を受ける者 ■■■■■■ ■■■■■■ 

      ■。所有権を移転する者 ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ 

所有権移転する土地につきましては、■■■■■■■■■■ 地目、登 

記簿・現況とも■、面積■■■㎡、ほか■筆 合計■筆 面積■■■■■ 

■㎡でございます。 

当事者間の法律関係は、売買であり、設定する利用権につきましては、 

所有権の移転時期、公告日、対価 ■■■■■■■■円を 対価の支払期 

限である、令和８年７月１７日までに、手数料■■■■■■円 消費税■ 

■■■円 計■■■■■■円を差し引いて指定の口座へ振り込むものでご 

ざいます。 

１５ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

１６ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

１７ページをお開き願います。 

整理番号２ 農用地利用集積等促進計画、 売渡（案）でございます。 

１、各筆明細 所有権の移転を受ける者 ■■■■■■■■■■■■■ 

      ■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ 所有権を移転する者 ■■■

■■■ ■■■■■■■ 

       所有権を移転する土地につきましては、整理番号１と同様でございます。 

当事者間の法律関係は、売買であり、設定する利用権につきましては、所 

有権の移転時期、公告日、対価■■■■■■■■■円を 対価の支払期限 

である、令和８年７月３日までに、手数料■■■■■■円 消費税■■■ 



 

 

■円 計■■■■■■円を追加し指定の口座へ振り込むものでございます。 

１８ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

１９ページをお開き願います。 

別紙所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございます 

２０ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

２１ページをお開き願います。 

申出地は、■■■■■から■■■■■■■に入り、■方向へ約■■■㎞ 

入った色塗り部分の土地となっております。 

２２ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する

法律第１８条第５項確認書でございます。 

農用地利用集積等促進計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条第５項の各号に該当する必要があり、当該申し出により作成された 

計画（案）の内容は、すべて要件を満たしていると考えます。 

議案第４号につきましては、以上でございます。 

続きまして議案第５号をご説明申し上げます。 

２３ページをお開き願います。 

議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画(案)の決定について。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、 

余市町長より意見を求められた、別紙、農用地利用集積等促進計画(案)に 

ついて決定し、同法第１８条第１１項の規定により、農地中間管理機構に 

対して計画を定めるべき旨の要請をすることについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

令和８年４月２８日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

２４ページをお開き願います。整理番号３ 農用地利用集積等促進計画、 

借入（案）でございます。 

１、各筆明細 農地中間管理権の設定を受ける者 ■■■■■■ ■■

■■■■■ 農地中間管理権を設定する者 ■■■■■■■■■■■ ■  

■■■ 

農地中間管理権を設定する土地につきましては、■■■■■■■■■■

■ 地目、登記簿・現況とも■、面積■■■■㎡ ほか■筆 合計■筆 面 

積■■■■■㎡でございます。 

当事者間の法律関係は、賃貸借であり、設定する農地中間管理権につき 

ましては、始期、令和８年６月１日、終期、令和１８年５月３１日、借賃   

■■■■■円を 毎月１２月２０日までに、指定の口座へ振り込むもので 

ございます。 

２５ページをお開き願います。 



 

 

２、共通事項でございます。 

２７ページをお開き願います。 

農地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

２８ページをお開き願います。 

整理番号４ 農用地利用集積等促進計画＜貸付＞（案）でございます。 

１、各筆明細 権利の設定を受ける者 ■■■■■■■■■■■ ■■ 

■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ 権利を設定する者   

■■■■■■ ■■■■■■■  

権利を設定する土地につきましては、整理番号３と同様でございます。 

      当事者間の法律関係は、賃貸借であり、設定する農地中間管理権につき 

ましては、始期、令和８年６月１日、終期、令和１８年５月３１日、借賃   

■■■■■円を 毎月１１月３０日までに、指定の口座へ振り込むもので 

ございます。 

２９ページをお開き願います。 

２．共通事項でございます。 

３１ページをお開き願います。 

別紙所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございます 

３２ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

３３ページをお開き願います。 

申出地は、■■■■■■■■■の■■■■■■■の■■■でございます。 

３４ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する

法律第１８条第５項確認書でございます。 

農用地利用集積等促進計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 

１８条第５項の各号に該当する必要があり、当該申し出により作成された 

計画（案）の内容は、すべて要件を満たしていると考えます。 

議案第５号につきましては、以上でございます。 

以上、一括上程されました議案第４号 農地中間管理事業の推進に関す 

る法律に基づく農用地利用集積等促進計画(案)の決定について 及び 議 

案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積 

等促進計画(案)の決定について、ご説明申し上げましたので、各委員にお 

かれましては、よろしくご審議ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

       議案第４号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

１４ 番   はい 

 

細山議長   はい、１４番 



 

 

１４ 番   Ｐ２１計画予定地ですが、■■■■■■■につきまして、面積が小さく 

見えます。また、■■■■が雑種地と記載されているが畑ではないのか。 

       

佐藤次長   １４番片山委員の質問にお答えいたします。■■■■■につきましては 

      ■■■■■■の土地となり、面積としては適正であると考えます。また■ 

■■■■につきましては、横に雑種地の記載がありますが、■■■■■に 

関する記載となりますので、ご理解願います。 

        

細山議長   他に、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   異議なし 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第４号につきまして提案のとおり可と

決定いたします。 

次に、議案第５号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

        

一  同   異議なし 

        

細山議長   ご異議がないようですので、議案第５号につきまして申請のとおり可  

と決定いたします。 

次に、議案第６号余市町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱の 

有無について議題に供します。 

番外から内容説明をいたさせます。 

 

中村主任   ただ今、上程されました「議案第６号 余市町農業委員会の農地利用最 

適化推進委員の委嘱の有無について」提案理由をご説明申し上げます。 

       農地利用最適化推進委員につきましては、平成２８年４月に改正施行さ 

れた農業委員会等に関する法律で、従来の農業委員の機能が委員会として 

の決定行為と委員の各地域での活動の二つに分けられることを踏まえ、そ 

れぞれが的確に機能するよう、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員 

を新設することとされております。 

同法第１７条第１項のただし書きに推進委員を委嘱しないことができる 

規定があり、その要件は、市町村の区域内の遊休農地面積の割合が１％以 

下、かつ、担い手への農地利用集積率が７０％以上となっております。 

これは、農地利用の最適化の推進が十分進んでいる市町村については、 

あえて委員と推進委員との間で機能を分担しなくとも、事務の効率的な実 

施が図られているという考えから、推進委員を委嘱しなくても良いとされ 



 

 

ており、本町におきましては遊休農地面積及び担い手への農地利用集積率 

ともに要件を満たしているところでございます。 

また、推進委員を委嘱しない農業委員会においては、現場活動について 

も委員が行うことから、各委員の担当区域を定めなければならないと規定 

（第１７条第５項）されており、これに基づき当農業委員会においては委 

員の担当区域を定めているところでございます。 

以上、農地利用最適化推進委員の委嘱の有無についての提案理由をご説 

明を申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案を朗読説明させていただきます。 

議案第６号 余市町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱の有無 

について  

       農業委員会等に関する法律第１７条第１項の規定に基づき、余市町農業 

委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱の有無について審議採決願いたい。 

令和８年４月２８日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己 

       記 １、農地利用最適化推進委員は、農業委員会等に関する法律第１７

条第１項ただし書きの規定に基づき、令和８年７月２０日以降も委嘱しな

いこととする。 

       以上、議案第６号 余市町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱 

の有無についてご説明申し上げましたので、よろしくご審議のうえ、ご決 

定賜りますようお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

議案第６号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

        

１１ 番   はい 

 

細山議長   はい、１１番 

 

１１ 番   ここには、農地利用最適化推進委員とありますけれども、農地流動化推

進委員の委嘱を受けても、それとは別の話となりますか。 

 

中村主任   １１番石岡委員のご質問に答弁申し上げます。農地流動化推進委員は、 

農業委員会法で規定された委員でございまして、平成２８年の法改正で推

進委員を置くように改正されたところでありますが、当初から遊休農地や 

集積率等要件を満たしていたため、最適化推進委員を置いておらず、７月

２０日以降も置かないという議案でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

農林水産課の流動化推進委員は、担い手への集積を促すものであり、最



 

 

適化推進委員は地域のトラブル等も含めた担当となり、いろんな業務があ

っての推進員となります。また、流動化推進委員は町長が委嘱し、最適化

推進委員は農業委員会が委嘱するものとなります。 

 

細山議長   他に、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   異議なし  

        

細山議長   ご異議がないようですので、議案第６号につきまして申請のとおり可と 

決定いたします。 

   以上、本日ご提案申し上げました案件は、全て終了いたしましたので、

第３３回総会を閉会いたします。 

皆様、お疲れ様でございます。 

 

      （閉会宣言の時刻 午後２時１５分） 

      （本会議所要時間     ３３分） 

 

 

 

 

 

 

 

この議事録は相違ないことを認め、署名する。 

 

 

議     長  余 市 町 農 業 委 員 会  会  長 

 

 

議事録署名委員  余 市 町 農 業 委 員  ５  番 
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